建設業認可申請書類Ａ表紙
商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●申請書類Ａ【４部（正本１部＋副本３部）】

	様　式
	書　　面　　の　　名　　称
	申請区分
	備考

	
	
	譲受け譲渡・
	合併
	分割
	相続
	

	
	申請書類Ａ表紙（本書）
	
	
	
	
	
	

	第22号の5
	譲渡及び譲受け認可申請書
	　
	
	
	
	
	

	第22号の７
	合併認可申請書
	
	
	
	
	
	

	第22号の8
	分割認可申請書
	
	
	
	
	
	

	別紙一
	役員等の一覧表
	（法人）　
	
	
	
	
	

	別紙二
	営業所一覧表
	　
	
	
	
	
	

	別紙三
	営業所技術者一覧表
	
	
	
	
	

	第22号の10
	相続認可申請書
	
	
	
	
	
	

	別紙一
	営業所一覧表
	　
	
	
	
	
	

	別紙二
	営業所技術者一覧表
	
	
	
	
	

	第２号
	工事経歴書
	　
	□
	□
※３
	□
※３
	□
	

	第３号
	直前３年の各営業年度における工事施工金額
	□
	□
※３
	□
※３
	□
	

	第４号
	使用人数
	
	
	
	
	

	第６号
	誓約書
	　
	△
	△
	△
	△
	

	第７号の３
	健康保険等の加入状況（※１）
	　
	
	
	
	
	

	第11号
	令第３条に規定する使用人の一覧表
	　
	
	
	
	
	

	
	定款
	（法人）
	△
	△
	△
	
	

	第15号～
	財務諸表
	（法人）
	□
	□
※３
	□
※３
	
	

	第18号～
	財務諸表
	（個人）
	□
	
	
	□
	

	第20号
	営業の沿革（※２）
	　
	
	※３
	※３
	
	

	第20号の２
	所属建設業者団体（※２）
	　
	△
	△
※３
	△
※３
	△
	

	第20号の３
	主要取引金融機関名
	　
	△
	△
	△
	△
	

	
	銀行の融資証明、残高証明等（申請日からさかのぼって１月以内のもの。融資証明については、有効期間内であれば１月以内のものでなくても可）
※承継人の許可取得後5年未満かつ直近の自己資本が500万円未満の場合に必要
	△
	△
	△
	△
	


        :不要　　　　　
:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出であれば省略可能
:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出のものから記載事項に変更がない場合省略可能
※１：認可を受けた日から２週間以内に提出してください。
※２：合併により新設される法人又は新設分割により設立された法人は、認可を受けた日から３０日以内に提出してください。
※３：合併により新設される法人又は新設分割により設立される法人は添付不要です。
建設業認可申請書類Ｂ表紙
商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●申請書類Ｂ【４部（正本１部＋副本３部）】

	様　式
	書　　面　　の　　名　　称
	申請区分
	備考

	
	
	譲受け譲渡・
	合併
	分割
	相続
	

	
	申請書類Ｂ表紙（本書）
	
	
	
	
	
	

	確認書類
	営業所の外観及び事務所内の写真
※外観（建物全景、看板、入口等）及び内部（営業所実態が確認できるもの）
	
	△
	△
	△
	△
	

	第７号
	常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書
	規則
第7条イ
	△
	△
	△
	△
	「様式第７号」又は「様式第７号の２」のいずれか該当する書類を提出すること。

	別紙
	常勤役員等の略歴書
	
	△
	△
	△
	△
	

	第７号の２
（第１～４面）
	常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
	規則
第7条ロ　
　
	△
	△
	△
	△
	

	別紙１
	常勤役員等の略歴書
	
	△
	△
	△
	△
	

	別紙２
	常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
	
	△
	△
	△
	△
	

	確認書類
	商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
	（法人）
	△
	△
	△
	△
	

	
	・所得証明書
・確定申告書（写し）
・建設業に関する契約書等（写し）
※いずれも５年分。１年につき１件。
	（個人）
	△
	△
	△
	△
	

	
	常勤役員等を直接に補佐する者の業務経験の確認資料
	第7条ロ
	△
	△
	△
	△
	

	第８号
	営業所技術者証明書（新規・変更）
	　
	△
	△
	△
	△
	

	鳥１号
	営業所技術者の略歴書
	　
	△
	△
	△
	△
	鳥取県独自様式

	
	資格証明書（合格証明書、免状等）
	
	△
	△
	△
	△
	該当するものを添付

	第９号
	実務経験証明書
	
	
	
	
	
	

	
	卒業証明（許可関連学科）＋実務経験証明書
	
	
	
	
	
	

	第10号
	指導監督的実務経験証明書
	（特定）
	△
	△
	△
	△
	

	
	資格証明書（合格証明書、免状等）
	
	△
	△
	△
	△
	

	第12号
	許可申請者の住所、生年月日等に関する調書（注）
	　
	△
	△
	△
	△
	

	
	登記されていないことの証明書（申請日からさかのぼって３月以内のもの）（注）
	△
	△
	△
	△
	

	
	身分証明書（申請日からさかのぼって３月以内のもの）（注）
	△
	△
	△
	△
	

	第13号
	令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
	△
	△
	△
	△
	

	第14号
	株主（出資者）調書
	（法人）
	△
	△
	△
	
	

	確認書類
	登記事項証明書
	
	△
	△
※３
	△
※３
	△
	

	
	
	「健康保険の加入状況」に関する確認書類

	
	健康保険

厚生年金保険
	申請時直前の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写し、若しくはこれに準ずる資料
	△
	△
	△
	△
	

	
	雇用保険
	申請時直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収証書の写し、若しくはこれらに準ずる資料
	△
	△
	△
	△
	

	
	
	『常勤役員等』『営業所技術者』の常勤性に関する確認書類（次のア～オのいずれか。上欄から優先）

	
	ア
	受付印等で日付の確認できる直近の標準報酬決定通知書、(70歳以上の場合は、)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ
	
	
	
	
	

	
	イ
	雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は被保険者証
	
	
	
	
	

	
	ウ
	住民税特別徴収税額通知書
	
	
	
	
	

	
	エ
	所得税青色申告決算書（所得税収支内訳書）又は所得税確定申告書（個人）
	
	
	
	
	

	
	オ
	自社による常勤証明＋出勤簿、賃金台帳（各直近３か月分）
	
	
	
	
	

	
	納税証明書（法人、個人共に事業税のもの）、又は納税情報の確認に関する同意書
	□
	□
※３
	□
※３
	□
	

	第22号の６
	誓約書
	
	
	
	
	

	第22号の11
	誓約書（※１）
	
	
	
	
	

	
	譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写し等
※新設分割の場合は分割計画書
	
	
	
	
	

	
	譲受及び譲受け又は合併若しくは分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録等
※譲渡（譲受）にあっては、譲渡人又は譲受人が法人である場合
	
	
	
	
	

	
	合併の方法及び条件が記載された書類及び合併比率説明書
	
	
	
	
	

	
	分割の方法及び条件が記載された書類及び分割比率説明書
	
	
	
	
	

	
	申請者と被相続人との続柄を証する書類（戸籍謄本等）
	
	
	
	
	

	
	申請者以外に相続人がある場合、当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人の同意書（※２）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（注）役員等のうち、「相談役」、「顧問」及び「株主等」については調書（様式第１２号）の「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印は不要です。

　また、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」の提出についても不要です。

　

        :不要　　　　　
:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出であれば省略可能
:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出のものから記載事項に変更がない場合省略可能
　
※１：適用事業所等に係る届出を提出していない場合に提出が必要です。
※２：申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に、申請者以外のすべての
　　相続人が住所及び氏名を記載、押印した誓約書の提出が必要です。

※３：合併により新設される法人又は新設分割により設立される法人は添付不要です。

□





△





□





△








